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１ 令和元年度指定管理者導入施設の評価の概要 

（1）評価の目的 

     指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間のノウハウを活用しつつ、市民サービスの向

上を図るとともに、管理運営経費の削減等を図ることを目的として導入しています。公の施設

の設置者である市は、この目的を踏まえ、指定管理者制度を導入した施設において、市民に対

する適正な公共サービスの提供を確保し、また、その状況や効果を市民に対して説明する責任

があります。 

   そのため、評価は、指定管理者制度導入施設の管理運営の業務状況を定期的又は随時に確認

及び評価を行い、必要に応じて、指定管理者に対して指導又は助言を行うことで、下記事項の

確保を図ります。 

  ・施設の設置目的を十分に達成する管理運営がなされているか 

  ・利用者サービスの向上及び管理運営経費の削減など、指定管理者制度の導入効果が発揮され

ているか 

  ・指定管理者制度の運用面におけるＰＤＣＡサイクルの仕組みを整え、市民ニーズに応える公

の施設の管理運営が実現されているか 

  ・評価結果が今後の施設管理運営のさらなる向上に活用されているか 

 

（2）評価の対象 

     市が公の施設の管理を行わせている全ての指定管理者及びその施設に関わる業務全般を対象

とします。 

 

（3）評価の視点 

施設所管課は、評価の目的を達成するため、主に下記３項目についての評価を実施します。 

  ●業務の履行状況 

   仕様書や協定書等に定めた事業や業務を指定管理者が適正に実施しているかについて、事業

報告書による確認や実地調査等を通じて確認します。また、確認結果と指定管理者指定申請時

の事業計画書及び年度事業計画書を比較し、履行状況の確認及び評価を行います。 

  ●サービスの質 

   指定管理者が提供するサービスの質が、市が設定した水準を満たしているかについて、実地

調査や利用者アンケート調査等を通じて確認します。また、確認結果を踏まえて、利用者視点

での問題点や課題等がないかの確認及び評価を行います。 

  ●サービス提供の継続性及び安定性 

   指定管理者によるサービスの提供が継続的かつ安定的に提供されるかどうかについて、指定

管理者指定申請時の事業計画書及び年度事業計画書の見込みと実績を比較して確認します。特

に、事業報告書に記載されている収支状況については、申請時の収支計画と乖離していないか

の確認及び評価を行います。 
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（4）評価事務処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）評価結果の取扱い 

     評価結果は、次のとおり活用します。 

  ●業務運営への反映 

  施設所管課は評価結果を指定管理者に通知し、指定管理者は、評価結果について施設所管課 
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と協議を行い、業務に反映させるものとします。 

   業務に問題があると認めた場合、年度計画書に追加して改善計画書を作成するなど、文書に 

よる対応策及び実施報告を求めるものとします。 

  ●指定の取消し・業務の停止 

   評価結果を基に行った業務改善の指示等に指定管理者が従わない場合ほか、指定管理者とし 

ての指定の継続が適当でない判断した場合には、指定の取消しや業務の全部又は一部において 

停止を命ずるものとします。 

  ●指定期間終了後の選定替への活用 

   実施した評価結果は、指定期間満了後の次期指定管理者選定における見直し事項として活用

を図るとともに、必要に応じて募集要項、仕様書及び協定書等に反映します。また、業績が良

好でない場合には、次の選定において当該団体が指定管理者として相応しいか検証するための

資料となり得ます。 
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年３月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ｓ Ａ

経理区分 Ｓ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ｂ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ｂ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

前橋市民文化会館

平成２９年４月１日～令和４年３月３１日

公益財団法人前橋市まちづくり公社

年額　２７４，３１２，０００円　（総額　３１８，５５２，０００円）

芸術文化の普及振興及び市民福祉の増進を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的に設置

(1)施設の利用に関する業務　(2)施設、設備及び物品の維持管理（簡易な修繕及び整備を含む。）に関す
る業務　(3)施設の使用料（施設使用料及び附属設備使用料）の徴収及び収納の事務　(4)市が必要と認め
る業務　(5)前各号の業務を適正に行うに必要な業務仕様書に定める業務

清掃は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

令和元年度は渋川市と伊勢崎市の会館が改修工事で休館していたため、名義共催の事業や地域交流、各種発表
会、演奏会等非常に多く当会館を会場として提供できました。

文化スポーツ観光部　文化国際課

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ｓ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ｓ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ｓ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

,
※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

総合評価
（指定管理者）

前橋市 Presents 舞台芸術祭として実施した８事業を始め、共催事業も含めて、あらゆる
ジャンルの鑑賞型文化事業を実施することにより、幅広く市民のニーズに応え利便性や業
務効率を図るとともに前橋市の文化振興の引き上げに貢献出来たと思います。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書並びに業務仕様書に基づき、計画的かつ適正に業務を遂行されており利用者の
ニーズを汲み取ったサービスの提供や利用促進に努めています。また、施設修繕等の適正
管理にも努めています。
　なお、令和２年２月１５日に発生した停電の際には、復旧に向けて迅速にご対応いただき
ましたが、臨時休館の判断や休館時に一部の施設を貸出すなど、対応の一貫性が見られま
せんでした。緊急時における対応とその後の報告のあり方については改善してください。

評価結果

Ａ

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年３月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

(1) 施設の利用に関する業務　(2)施設、設備及び物品の維持管理（簡易な修繕及び整備を含む。）に関す
る業務　(3)施設の使用料（施設使用料及び附属設備使用料）の徴収及び収納の事務　(4)市が必要と認め
る業務　(5)前各号の業務を適正に行うに必要な業務仕様書に定める業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

芸術文化の普及振興及び市民福祉の増進を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的に設置

（１）市民参加による演劇やダンス公演を実施し、地域の文化活動に貢献ができた。

（２）複数ある雨漏り箇所のうち、３階連絡通路と３階倉庫の修繕を行い建物維持、利用者の利便性と安全に努めた。

(３）前橋市の電力契約変更により、電力料金の削減ができた。

文化スポーツ観光部　文化国際課

前橋市民文化会館大胡分館

平成２９年４月１日～令和４年３月３１日

公益財団法人前橋市まちづくり公社

年額 ４４，２４０，０００円　（総額　３１８，５５２，０００円）
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

　協定書等に基づき施設運営は適切に履行することができました。また、利用者のニーズに
は施設運用に支障の無い範囲で対応をしました。設備では開館から２４年が経過し、修繕だ
けでは追い付かない箇所も出はじめています。また、新型コロナウイルス対応で主催者と連
絡を密にし来場者の不安を軽減するように努力しました。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

協定書並びに業務仕様書に基づき、計画的かつ適正に業務を遂行されており、利用者の
ニーズを汲み取ったサービスの提供や利用促進に努めています。また、施設修繕等、適正
管理にも努めていますので、引き続きハード・ソフト両面での向上を目指してください。

評価結果

Ａ

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

・東京オリンピック、パラリンピックの事前キャンプ地決定国の大型看板を体育館入口に設置しＰＲを図った。

・プロスポーツなどの大規模大会が多く開催されることから、体育館駐車場の３ヶ所に監視カメラを設置し

　利用者の安全確保と防犯対策の強化を図った。

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

文化スポーツ観光部　スポーツ課

前橋市民体育館・日吉体育館

平成２９年４月１日～令和３年３月３１日

公益財団法人　前橋市まちづくり公社

年額　５３８，９７１，９７３円（スポーツ施設決算総額）　

市民の体育・スポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、明るく健康的な市民生活の充実を図るため。

・施設の運営に関する業務
・施設設備及び物品の維持管理に関する業務
・施設の使用料等の徴収及び収納業務

清掃は確実に行われているか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

総合評価
（指定管理者）

　指定管理協定書に基づいて、利用者の安全・安心を最優先した施設運営を適切に実施す
ることができた。また、体育館の利用調整にあたって、調整の公平性、透明性及び客観性を
確保するため、前橋市スポーツ競技団体や前橋市中体連が主催する大会を第１優先にする
など、競技大会の優先基準の見直しを行った。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書に記載された業務内容について良好に実施されている。大会利用の多い施設であ
るが、競技団体と連携しながら適切な利用調整が行われている。
　今後も利用者の安全を最優先に市民サービスの向上に努めてもらいたい。 Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

・施設の運営に関する業務
・施設設備及び物品の維持管理に関する業務
・施設の使用料等の徴収及び収納業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

三俣、王山、桃ノ木、市民プールにおいて高木の剪定を実施し、枯枝による危険防止対策及び美観の向上に努めた。

下増田運動場芝生管理アドバイザー、三俣テニス整備ボランティアによる、的確かつ適正なグランド管理を行った。

市民プールにおいて元オリンピアによる水泳教室を実施し、プールのPR及び利用促進に努めた。

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

市民の体育・スポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、明るく健康的な市民生活の充実を図るため。

文化スポーツ観光部　スポーツ課

屋外施設（前橋市民プールほか10施設）

平成２９年４月１日～令和３年３月３１日

公益財団法人　前橋市まちづくり公社

年額　５３８，９７１，９７３円（スポーツ施設決算総額）　　
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

 枯枝による落下危険防止対策として、懸念されていた各施設の高木剪定を実施し、安全対
策を図ることができた。また秋季に発生した落葉、剪定枝を市民へ無料提供を実施したこと
により市民サービス及び経費の縮減に努めた。今年度は特に大きな事故等の報告はなかっ
たが、今後も巡回を強化し改善箇所の早期発見に努め、安全安心できる施設管理に努めて
いきたい。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書に記載された業務内容について良好に実施されている。広大な範囲に多くの施設
があるなかで、適切な巡回が実施されている。また、剪定枝の市民への無料提供等、市民
サービス及び経費の削減の工夫に努めており効率的な施設運営が実施されている。
　今後も利用者の安全を最優先に市民サービスの向上に努めてもらいたい。

評価結果

Ａ

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

プール天井部分の工事や体育館改築建築工事、新型コロナウイルス感染対応で利用人員の減少や事業の縮小

があったが、限られた期間の中で効率的なサービスを行うことができた。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

・施設の運営に関する業務
・施設設備及び物品の維持管理に関する業務
・施設の使用料等の徴収及び収納業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

市民の体育・スポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、明るく健康的な市民生活の充実を図るため。

文化スポーツ観光部　スポーツ課

大渡体育館・大渡温水プール・トレーニングセンター

平成２９年４月１日～令和３年３月３１日

公益財団法人　前橋市まちづくり公社

年額　５３８，９７１，９７３円（スポーツ施設決算総額）　
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

　トレーニング施設の安全管理の策定や日常点検の実施等、適切な維持管理に努めること
ができた。また、コロナウイルス感染拡大防止のための正確な情報を、迅速に市民へ伝達
することにより、安心で安全な運営を行うことができた。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書に記載された業務内容について良好に実施されている。トレーニング器具の経年
劣化が進む中で、適切な点検を実施し、安全管理に努めている。
　今後も利用者の安全を最優先に市民サービスの向上に努めてもらいたい。

評価結果

Ａ

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

市民の体育・スポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、明るく健康的な市民生活の充実を図るため。

文化スポーツ観光部　スポーツ課

大胡体育館

平成２９年４月１日～令和３年３月３１日

公益財団法人　前橋市まちづくり公社

年額　５３８，９７１，９７３円（スポーツ施設決算総額）　

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

・地域密着型の施設として大胡地区の行事が円滑に実施できるよう対応した。

・利用者からの要望に応え、適切な修繕を実施した。

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

・施設の運営に関する業務
・施設設備及び物品の維持管理に関する業務
・施設の使用料等の徴収及び収納業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書に記載された業務内容について良好に実施されている。また、施設の老朽化が進
むなかで利用者の要望を取り入れ、適切な施設運営を行っている。
　今後も利用者の安全を最優先に市民サービスの向上に努めてもらいたい。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

　アンケートで指摘のあったトイレやバスケットゴールの修繕や補修を行うなど、利用者の要
望に応え、利用しやすい施設となるように努めた。
　また、大胡公民館等との連絡調整を密に行い、大胡地区の行事が円滑に実施できるよう
に対応した。
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

・指定管理業務の履行、サービスの質の向上及び収支等についても概ね水準に沿うことができ良好であった。

・フェンスの倒壊、時計・音響設備を修復し、テニスコートの人工芝亀裂についても危険が無いよう補修対応している。

・故障・不良個所は早急に対応し利用者サービスに努めた。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

・施設の運営に関する業務
・施設設備及び物品の維持管理に関する業務
・施設の使用料等の徴収及び収納業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

市民の体育・スポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、明るく健康的な市民生活の充実を図るため。

文化スポーツ観光部　スポーツ課

宮城体育館ほか5施設

平成２９年４月１日～令和３年３月３１日

公益財団法人　前橋市まちづくり公社

年額　５３８，９７１，９７３円（スポーツ施設決算総額）　
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

　法令遵守を基本理念とし概ね水準に沿った管理運営を行うことができた。また、地域のス
ポーツクラブ、学校等の連携を密にし施設の有効利用を促進した。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書に記載された業務内容について良好に実施されている。地域と連携しながら適切
な施設運営が行われている。また、施設の老朽化が進む中で効率的な修繕が実施されてい
る。
　今後も利用者の安全を最優先に市民サービスの向上に努めてもらいたい。

評価結果

Ａ

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

・お客様の要望に可能な限り応えるべく、利便性を高めた管理運営を実施した。

・老朽化の進む中、経費縮減を念頭に修繕や物品購入等、計画的支出監理を行った。

・夏季繁忙期に混雑状況の情報配信や無休営業を実施し、利用者増に努めた。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

・施設の運営に関する業務
・施設設備及び物品の維持管理に関する業務
・施設の使用料等の徴収及び収納業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

市民の体育・スポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、明るく健康的な市民生活の充実を図るため。

文化スポーツ観光部　スポーツ課

六供温水プール

平成２９年４月１日～令和３年３月３１日

公益財団法人　前橋市まちづくり公社

年額　５３８，９７１，９７３円（スポーツ施設決算総額）　
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

 利用者の安全、安心を第一に、指定管理業務の履行及び利用者サービス等、協定書の基
準に則った管理運営を行った。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

 協定書に記載された業務内容について良好に実施されている。施設の老朽化が進む中
で、計画的な修繕が行われている。また、SNSを積極的に活用し、夏季の繁忙期に混雑状
況等をリアルタイムで発信するなど、適切な市民サービスがなされている。
　今後も利用者の安全を最優先に市民サービスの向上に努めてもらいたい。

評価結果

Ａ

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

市民の体育・スポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、明るく健康的な市民生活の充実を図るため。

文化スポーツ観光部　スポーツ課

前橋総合運動公園

平成２９年４月１日～令和３年３月３１日

公益財団法人　前橋市まちづくり公社

年額　１８９，０２８，６１９円（公園施設決算総額）　

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

・利用並びに収入については、ほぼ前年を上回る成果（市の要請による臨時休場期間の対比を除く）がみられた。

・新型コロナウイルス感染症対策として、教室参加者への連絡や利用者対応等、迅速に緊急時の対応を行った。

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

・施設の運営に関する業務
・施設設備及び物品の維持管理に関する業務
・施設の使用料等の徴収及び収納業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

・不安定な天候に伴う天然芝などの管理、豊富な経験を活かし適正な維持管理を実施した。
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

 協定書に記載された業務内容について良好に実施されている。広大かつ樹木の多い施設
であるが、時期や人の流れを意識し適切な樹木管理を行うよう努めている。
 今後も利用者の安全を最優先に市民サービス向上に努めてもらいたい。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

　広大な面積を管理しなければならない難しさがあるものの、種目における大会開催に合わ
せた整備、人の流れや景観を意識した良好な管理を行うことができた。
　今後も施設の老朽化に伴うストックマネジメントを考えながら、魅力ある新規事業を提案し
公園の在り方や利活用、効率的な管理運営を行っていきたい。
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

市民の体育・スポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、明るく健康的な市民生活の充実を図るため。

文化スポーツ観光部　スポーツ課

大胡総合運動公園

平成２９年４月１日～令和３年３月３１日

公益財団法人　前橋市まちづくり公社

年額　１８９，０２８，６１９円（公園施設決算総額）　

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

・園路照明周辺の樹木剪定を行い、園内の安全確保に努めた。

・夏場にミストシャワーを設置するなど、熱中症対策を講じた。

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

・施設の運営に関する業務
・施設設備及び物品の維持管理に関する業務
・施設の使用料等の徴収及び収納業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書に記載された業務内容について良好に実施されている。
　SNSを活用し、大胡総合運動公園の園路の特徴や魅力を施設利用者へ発信し、利用者を
増やすための取り組みや健康増進施設としての役割を果たしている。
　今後も利用者の安全を最優先に市民サービスの向上に努めてもらいたい。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

　夜間利用の照明設備を冬季の早朝も使用できるようにするため、コイン投入式から管理棟
で入り切りを行う方式に変更するなど、利用者の利便性向上に努めた。
　また、園路を健康増進に役立てていただくようにフェイスブックに掲載するなど、公園全体
の利用者が増えるように工夫を行った。
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

・施設の運営に関する業務
・施設設備(一部)及び物品の維持管理(施設の修繕及び簡易な整備を含む。)に関する業務
・施設の使用料等の徴収及び収納に関する業務
・その他条例第３条に規定する子育て支援に関する業務のほか仕様書に定める業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

事故発生時対応フローの作成や、AED講習を実施し、災害時における対応などを強化した。

老朽化したマットの交換や新たな遊具等の設置を行った。主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

令和２年６月

児童及び保護者が気軽に集い子育てを行う市相互の交流の場を提供し、子育てに関する情報提供や相談等を実施
することで子育て支援を図るもの。

福祉部　子育て施設課

子育てひろば

平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

NPO法人まえばし保育ネットワーク

３７，０３０，０００円（プレイルーム26,376千円、親子元気ルーム10,654千円（内7,102千円は国・県の補助金対象）
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植物管理

総括

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業

自主事業

利用者アンケート Ａ Ａ

総括

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括

総合評価
（指定管理者）

令和２年1月末頃からコロナウイルス感染症により、利用者の減少がみられた。３月からは
感染症拡大防止のため休館を余儀なくされたが、子育てひろば再開にあたり衛生対策を強
化し、安全に安心して利用いただけるよう取り組む。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

有料化２年目となり、利用料の徴収事務も適切かつスムーズに行っている。また利用者アン
ケートでは、利用者満足度が高い結果となり、親切丁寧な対応が窺える。今後は利用者の
意見を施設運営へ反映する仕組みづくりを期待する。また、新型コロナウイルスの感染拡大
防止策を徹底し、安全安心な施設管理に向けての取り組みをお願いする。

評価結果

Ａ

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年５月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ｓ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 Ａ Ａ

職員の交代時 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ｓ

老人福祉法に基づき「高齢者の生きがい基地」を目指し、健康の増進、教育の向上、各種相談及びレクリエーション
のための便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活を営ませることを目的としている。

福祉部　長寿包括ケア課

前橋市老人福祉センター（５か所）

平成３０年４月１日～令和３年３月３１日

社会福祉法人前橋市社会福祉協議会

令和元年度　２３６，７４２，０００円　　（総額　７１０，０２８，０００　円）

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

・施設の利用に関する業務（各種相談業務、健康増進教育（各種介護予防事業）、教養の向上・レクリエーション等事
業、ほか）
・施設及び設備の維持管理（施設の修繕及び簡易な整備を含む）に関する業務

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（現金の取扱い）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
指定管理料の管理、使途は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

人事異動等で交代する場合、十分な業務の引継を実施したか

定期的な健康相談事業やピンシャン体操の実施回数増加、新たな教室の開催、市及び地域の介護予防サポーター
の協力による健康まつりを開催など、健康増進・介護予防の推進に努め、利用者増につなげることができた。

利用者のニーズに沿った各種教室やイベントを開催し、生きがいづくりに努めるとともに、新規利用者の増につなげ
た。

定期的に施設設備点検を行い異常箇所の早期発見に努め、迅速に修繕対応することで安全で安心なサービスの提
供と施設運営を行った。

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

清掃は確実に行われているか
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警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ｓ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

公の施設の効用を発揮して、次世代交流事業や介護予防事業等への取
り組みを推進しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

総合評価
（指定管理者）

　各所とも協定書等の基準を遵守し業務を遂行し、安全安心かつ質の高いサービスの提供
と介護予防や生きがいづくりの充実に努めた。
　また、随時、市担当課や関連機関等と情報を共有しながら円滑なセンター運営に努めると
ともに、センター間でも定期的に情報共有を図りながら事務や業務改善を行い適確な運営
に努めた。
　収支の状況については、適切且つ正確な予算執行に努めた。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書等の基準を遵守し、情報共有や事務改善にも努めており、利用者満足度が上がっ
ていることからも、質の高いサービスを提供されていると評価できる。
　引き続き市民のニーズに即した事業を実施するとともに、施設のＰＲにも注力することによ
り、利用者の増加につなげていただきたい。
また、点検時等に発見された不具合箇所について計画的に修繕等を進め、さらに安心安全
な施設運営をお願いしたい。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

点検・保守は確実に行われているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 Ａ Ａ

職員の交代時 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（現金の取扱い）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
指定管理料の管理、使途は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

人事異動等で交代する場合、十分な業務の引継を実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

清掃は確実に行われているか

評価項目

福祉部　長寿包括ケア課

前橋市みやぎふれあいの郷

平成３０年４月１日～令和３年３月３１日

社会福祉法人前橋市社会福祉協議会

令和元年度３１，５８４，０００　円　（総額　　９５，３２４，０００　円）

市民福祉の向上及び市民の交流を図るとともに、高齢者の生きがい活動及び介護予防の拠点としての機能をあわせ
もつことを設置の目的としている。

施設の利用に関する業務（介護予防事業、文化・スポーツ・レクリエーション事業等）・利用者の受付等に関する業務・
入浴施設等のサービス提供・カラオケ利用、広間の舞台利用等の調整・健康増進室等の利用の調整・ふれあいの郷
事業の広報等・利用者アンケートの実施・送迎バスの運行・施設、設備及び物品の保全・防災業務・業務報告など

主な成果

・職員を適正に配置し適確な業務を遂行した

・定期的な施設設備点検を実施し、適切な修繕を施した。また、風呂系統については衛生面の強化を図り保全の向上
につなげた。
・敷地内の樹木伐採、剪定等を行い美観維持と病害虫の繁殖を予防した。

・健康教室や健康相談事業など、健康増進・介護予防事業に取り組み、利用者の満足度の向上につなげた。
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警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ｓ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

　協定書等の基準を遵守し、広く市民に適正かつ質の高い公共サービスを提供するととも
に、利用者の状況に配慮し適切な対応を心掛け、質の高いサービスの提供に努めるなど、
適切に業務を履行した。特に介護予防や生きがい対策の意識を深め、内容を精査すること
で効果が得られたと感じる。
　収支等については、適切かつ正確な予算執行に努めた。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書等の基準を遵守し、情報共有や事務改善にも努めており、利用者満足度が上がっ
ていることからも、質の高いサービスを提供されていると評価できる。
　引き続き市民のニーズに即した事業を実施するとともに、施設のＰＲにも注力することによ
り、利用者の増加につなげていただきたい。
また、点検時等に発見された不具合箇所について計画的に修繕等を進め、さらに安心安全
な施設運営をお願いしたい。

評価結果

Ａ

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

点検・保守は確実に行われているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

公の施設の効用を発揮して、次世代交流事業や介護予防事業等への取
り組みを推進しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ｓ Ｓ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ｓ

警備業務 Ａ Ａ

除草、剪定 Ａ Ａ

施設、設備、外
構の維持補修 Ａ Ａ

備品管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

施設が常に清潔な状態に保たれ、使いやすい施設となっているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
事故や犯罪を未然に防止するよう、日常、定期的に施設内外の巡回を
行っているか
鍵の管理は適切か

月次報告、年次報告は提出しているか
事故等が発生した場合、詳細事項を書面で報告しているか

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

敷地内の除草や樹木の剪定等は適切か

７カ所の福祉作業所の管理運営を行い、利用者（年度末在籍者計８４名）へ、公の施設の管理に関する協定書及び

業務の履行状況に関する評価

管理業務仕様書に沿った支援を行い、利用者に高い評価をしていただいた（利用者アンケート等で満足度が高い）

施設及び設備を適正に管理した。

施設の修繕は市と協議し進めているか
軽微な修繕は、協定額の範囲内で利用者が安全かつ快適に利用できる
よう実施しているか

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

福祉部　障害福祉課

福祉作業所

平成２９年４月１日～令和４年３月３１日

社会福祉法人　前橋市社会福祉協議会

年額　１９６，７３８，０００円

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規程
に基づく事業を行うことにより、障害者（身体障害者、知的障害者又は精神障害者）が自立した日常生活又は社会生
活を営むことが出来るよう支援するため。

創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者が自立した日常生活及び社会生活を営
むために必要な支援。また、施設及び設備の維持管理。

市所有の備品台帳に記された備品が全て揃っているか
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運営状況 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用者の健康管
理 Ａ Ａ

処遇検討会議の
実施 Ａ Ａ

生産活動や創作
活動 Ａ Ａ

作業以外の活
動、行事の充実 Ｓ Ｓ

地域社会への参
加等 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

利用者アンケー
ト Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

「障害者虐待防止法」を遵守することを徹底しているか
「障害者差別解消法」を遵守し、この法律の広報・啓発に努めているか
個別支援計画等に基づき、利用者の障害特性や個別のニーズにあった
サービスに努めているか

年１回、健康診断と歯科検診を実施し、利用者の健康管理に努めている
か

Ⅲ
収
支
等 収支状況等に関する評価

定期的に各作業所でケース会議を行い、職員間の共通理解を深め、利用
者支援に努めているか

生産活動では、社会の一員としての自覚や喜びを感じてもらえるよう一人
一人に合った支援をしているか
工賃向上のため、受注作業の拡大を図っているか
創作活動では、手指の機能向上と創造力を高めるよう支援しているか

作業以外の活動、行事の充実を図っているか

地域行事への積極的な参加を促進し、利用者が地域の中で生きる喜びや
生きがいを実感できるよう取組みを実施しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

総合評価
（指定管理者）

連絡体制に関して、定期的に担当課と指定管理者で打合せを実施し、情報交換・課題共有等を行った。特に施設
の修繕と備品管理については十分に連絡を取り合い、迅速に対応することが出来たのでS評価とした。作業以外
の活動行事は、上半期に作業所合同バス旅行、下半期には合同おたのしみ会を実施し、他の作業所の利用者と
の交流を図る等充実しているのでS評価とした。他の項目は基準を遵守して実施していることでA評価とし、総合の
評価結果をAとした。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

福祉作業所７箇所の状況について第一福祉作業所で統括していただいているため、課題の共有等がスムーズに
行えた。施設の清掃については、毎日終業後にハイターによる拭き掃除（消毒）を行い、感染症予防をしていただ
いているため、評価をSとさせていただいた。作業以外の活動についても、利用者がより楽しめるよう充実させてい
ただいている。引き続き施設の適切な維持管理、利用者のサービスの質の確保に取り組んで欲しい。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費節減に向けた取組を実施
しているか

サービスの質に関する評価

開館時間や休館日などの運営状況は適切か
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

理学療法士や作業療法士の指導のもと、週間プログラムに沿った運動を行い、体力を維持できた。

音楽活動、創作活動によって感受性を豊かに育めた。

年間行事計画に沿った様々な活動を行い、社会に適応できるようになった。

自己評価 所管課評価

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ｓ Ｓ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ｓ

警備業務 Ａ Ａ

除草、剪定 Ａ Ａ

施設、設備、外
構の維持補修 Ａ Ａ

備品管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

施設の修繕は市と協議し進めているか
軽微な修繕は、協定額の範囲内で利用者が安全かつ快適に利用できる
よう実施しているか

センターは、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、利用者とセンターが締結した契約書
に基づくサービスを実施することとし利用者が居住において日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人
格を尊重し、当該利用者の身体、その他の状況、及び置かれている環境に応じて、送迎、排せつ、及び食事等の介
助、自立支援に必要な文化活動、機能訓練等を行い日常生活等に関する相談及び助言を適切に行う。

市所有の備品台帳に記された備品が全て揃っているか

業務の履行状況に関する評価

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

月次報告、年次報告は提出しているか
事故等が発生した場合、詳細事項を書面で報告しているか

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

施設が常に清潔な状態に保たれ、使いやすい施設となっているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
事故や犯罪を未然に防止するよう、日常、定期的に施設内外の巡回を
行っているか
鍵の管理は適切か

敷地内の除草や樹木の剪定等は適切か

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２８条第１項第６項に規定する生活介護の適切
な運営を確保するために必用な人員及び管理・運営に関する事項を定め、障害福祉サービスの円滑な運営管理を図
る。

福祉部　障害福祉課

心身障害者デイサービスセンター

平成２９年４月１日～令和４年３月３１日

社会福祉法人　前橋市社会福祉協議会

年額　４７，９９８，０００円
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運営状況 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用者の健康管
理 Ａ Ａ

処遇検討会議の
実施 Ａ Ａ

生産活動や創作
活動 Ａ Ａ

作業以外の活
動、行事の充実 Ａ Ａ

地域社会への参
加等 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

利用者アンケー
ト Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費節減に向けた取組を実施
しているか

サービスの質に関する評価

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律の趣旨に準じ、また「前橋市心身障害者デイサービス
センターの設置及び管理に関する条例」に従いサービスを提供できた。質の維持・向上を基本に公平・公正な運営
を重視し、相談支援事業所の相談員とも連携を図りながら支援を行った。利用者が可能な限りその居宅におい
て、個々の能力に応じた日常生活を営むことができるようなサービスを概ね提供することができた。社会適応訓練
やボランティアとの交流の機会を増やすことができた。

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

Ⅲ
収
支
等

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

作業以外の活動、行事の充実を図っているか

地域行事への積極的な参加を促進し、利用者が地域の中で生きる喜びや
生きがいを実感できるよう取組みを実施しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

年１回、健康診断と歯科検診を実施し、利用者の健康管理に努めている
か

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

「施設の管理運営」については、事業計画に沿って適切に行われており、施設の修繕など市と連絡を取り合い対
応している。施設の清掃については、毎日終業後にハイターによる拭き掃除（消毒）を行い、感染症予防をしてい
ただいているため、評価をSとさせていただいた。また、「サービスの質」については、利用者の障害特性に応じた
支援に努めており、利用者アンケートの結果は、１００％の利用者が支援内容が十分と回答している。サービス向
上に積極的に取り組んでいることもあり、アンケートから見られる利用者の満足度も高い。

評価結果

Ａ

定期的に各作業所でケース会議を行い、職員間の共通理解を深め、利用
者支援に努めているか

生産活動では、社会の一員としての自覚や喜びを感じてもらえるよう一人
一人に合った支援をしているか
工賃向上のため、受注作業の拡大を図っているか
創作活動では、手指の機能向上と創造力を高めるよう支援しているか

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

「障害者虐待防止法」を遵守することを徹底しているか
「障害者差別解消法」を遵守し、この法律の広報・啓発に努めているか
個別支援計画等に基づき、利用者の障害特性や個別のニーズにあった
サービスに努めているか
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱
い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ
指定管理の交代
時

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

・日常点検及び定期点検を実施し、設備等の不具合や必要修繕箇所等への迅速な対応を心がけ、

施設及び設備の維持管理に努めた。

・社会教育事業として、寝相アートを実施した。

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われて
いるか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されてい
るか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期
間終了まで）

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

（１）施設の利用に関する業務
（２）施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）総合福祉会館条例第３条第２号から第７号までに規定する事業に関する業務
（４）第四コミセン地区内における社会教育に関する業務
（５）施設の使用料等の徴収及び収納に関する業務
（６）前各号の業務を適正に行うために必要な業務仕様書に定める業務

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

共
通

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されている
か
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の
取り組みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか
（更新含む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員
変更時などにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）
市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整
備、保管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じた
か
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か
指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新た
な指定管理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

（前橋市総合福祉会館）
 市民の福祉の向上及び地域福祉の推進を図るため設置
　
（第四コミュニティセンター）
 地域社会における社会教育の拠点として、市民の自主的創造的な生涯学習活動を通じて、健康で文化的な地域社会
をつくることを目的に設置

福祉部　指導監査課

前橋市総合福祉会館・前橋市第四コミュニティセンター

平成３０年４月１日～令和３年３月３１日

社会福祉法人　前橋市社会福祉協議会

令和元年度　１２５，４９４，５５３円　
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外構施設 Ａ Ａ

植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ
使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ
利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事項 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

四
コ
ミ

社会教育事業 Ａ Ｂ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。
Ｓ（優良）
Ａ（良好）

Ｂ（課題含）
Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である
協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である
協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある
協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

Ⅰ業務の履行状況は各項目とも社協運営施設として適切に対処した。
Ⅱサービスの質の利用者アンケートについては、2月に実施した。会館施設・設備・清
潔さ、接客態度等、概ね満足の結果を得ることができた。各項目とも、サービスの質の
向上、改善に努め、取り組んだ。社会教育事業については、寝相アート及び救命講習
を開催し、研修には他業務との調整をしながら、可能な限り参加した。
Ⅲ収支等は指定管理料の範囲内で運営を行った。経費節減に向け、本会経理規程に
則った見積合わせや指名入札を実施した。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

総合福祉会館及び第四コミュニティセンター共通業務
　業務の履行状況・サービスの質に関して、年間事業報告書や利用者アンケート調査
の満足度などから、適正に管理運営ができていると感じている。今回の新型コロナウ
イルスの感染拡大に伴う対応については、市と常に新しい情報の収集、協議に基づい
て適切な措置を講じてきた。また、施設利用者や施設内で働く者への対応及び配慮に
ついても、施設利用中止に際してのホームページや館内への告知、使用料の返還事
務、貸し部屋予約方法の工夫、館内各フロアの換気、窓口の間仕切りシートの設置な
ど、様々な感染予防・防止策に取り組んでいる。

第四コミュニティセンター（社会教育事業）
指定管理者に対しては、令和元年6月3日付け「実績評価にかかる業務改善要望につ
いて」通知にて、研修の積極的な参加、指定管理者の特性を生かした事業実施、地域
担当専門員との連携を要望したところである。
社会教育事業は、前年度に開催した寝相アートに加えて救急救命講習を開催したも
のの、この2つに終わってしまったのは残念である。社会教育事業実施のスキルアップ
や情報共有のために積極的な研修参加をお願いするとともに、地域担当専門員とさら
に連携を行い地域課題や住民の学習ニーズを捉えて、指定管理者側からの積極的な
提案により施設や指定管理者の特性を活かした事業展開を期待する。

評価結果

Ａ

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

共
通

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われて
いるか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

地域の社会教育の拠点として、社会教育事業に関する取組みを
行っているか
（生涯学習に関する情報の収集・提供、利用団体の活動支援等）

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー

ビ
ス
の
質

共
通

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理
運営に反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めて
いるか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等
で、サービス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮して
いるか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮してい
るか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニー
ズを積極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

点検・保守は確実に行われているか

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

共
通

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年５月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

（３）館内清掃業務委託、各種保守点検業務委託、正面出入口ワイヤレスドアホン設置

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 - -

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

産業経済部　産業政策課

ジョブセンターまえばし

平成２９年４月１日～令和４年３月３１日

株式会社ワークエントリー

令和元年度　年額　４９，２００，０００円

若者や女性をはじめ、前橋市内で働くことを希望する者の就職及び職場定着を促進することにより、市民生活の充実
及び産業の活性化を図り、もって地域の発展に寄与するため。

（１）就職及び職場定着の促進に必要な支援に関すること。
（２）会議室、和室、調理室及び多目的ホールを一般の利用に供すること。
（３）その他センターの設置の目的を達成するため必要なこと。

清掃は確実に行われているか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

（１）施設利用登録１，１２９人、職業紹介２，１８５人、就職決定４５６人

（２）特別利用（部屋貸出）２０１件、１，５３７人

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

総合評価
（指定管理者）

協定書・仕様書等の基準を順守し、その水準に沿って業務を行っております。ジョブセンターまえばし利
用者である若者、女性は勿論、赤城山プロジェクト協議会利用のシニアの方、同居するハローワーク職
員、赤城山プロジェクトスタッフに安心して頂けるよう、館内・駐車場の管理を行っております。また、遅
番担当スタッフの安全を考え夜間はワイヤレスドアホンで対応できるよう改善しました。年度末よりコロ
ナウィルス感染対策として定期的に施設内の除菌を行っております。セミナーやイベントは継続的に開
催、職場定着支援講座は若い働く方に参加して頂けるよう企業への周知、新しい講座開設を行いまし
た。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

協定書や仕様書等の基準を遵守し、概ねその水準に沿って業務を行っている。中間評価では整備され
ていなかった緊急時や不審者対応マニュアルの作成や新型コロナウイルス対策にも積極的に対応し
た。しかし、利用状況や認知度等、施設全体の課題も多く、引き続き併設のハローワークと連携しなが
ら、改善策を検討したい。新型コロナウイルスの影響により、求職者と企業が交流する機会が減ってい
るため、感染症防止に努めながら、求職者及び企業に有益な事業を実施し、就職に繋げたい。

評価結果

Ａ

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年５月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

〔主な事業別利用者内訳〕

　貸館事業ホール：153件42,305人　宿泊事業：4,300室/5,995人　健康増進事業：145,946人　カルチャー事業：16,896人　

　喫茶･レストラン事業：23,409人　会議･バンケット事業：113,733人　自主企画事業：8,547人

（２）施設設備及び物品の維持管理に関する業務

　施設管理：保全（委託）業務･ホール吊り物・照明･音響保守･清掃管理･建築物総合設備管理　他

　修繕整備：地下給水揚水管漏水修繕　1F喫煙所消防設備設置修繕　1Ｆ･11Ｆ喫煙室設置修繕　

　　　　　　　　５Ｆ床タイルカーペット貼修繕　4Ｆ自動ドア装置交換修繕 11F和室床下排水管漏水修繕

　　　　　　　　地下冷蔵庫冷凍機更新修繕　他　

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

（１）令和元年施設総利用人数　381,926人

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

産業経済部　産業政策課

前橋テルサ

平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

公益財団法人前橋市まちづくり公社

年額　１７５，７４７，７１４円

勤労者をはじめとする市民に対して教養、文化、研修、スポーツ等の活動の場を提供し、市民の生活の充
実と勤労意欲の向上を図るため。

（１）施設の利用に関する業務＝貸館事業、宿泊事業、健康増進事業、カルチャー事業、喫茶・レストラン
事業、バンケット事業、自主企画事業ほか
（２）施設設備及び物品の維持管理（施設の修繕及び整備を含む。）に関する業務
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清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）
Ａ（良好）

Ｂ（課題含）
Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

総合評価
（指定管理者）

4月より資金調達や広報活動において協力いただいた民間企業との共同事業として立ち上
げた「まえばしハニープロジェクト」、またパブリックスペース有効活用として取り組んだ「まち
なかピアノ」では多くの市民の利用があり、地域活性化や情報発信に貢献することができ
た。維持管理面では、健康増進法の一部改正の影響により１Fと宿泊階11階に喫煙室設置
をし受動喫煙を防止し利用者の健康に留意することができた。収入面では、コロナウィルス
感染症による利用キャンセルと緊急事態宣言に基づく休業要請に協力を余儀なくされ、利用
者及び事業収入の減少となってしまった。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

協定書・仕様書等の基準を遵守し、安全な施設の管理及び利用者サービスの向上に努めて
いる。「まえばしハニープロジェクト」や「まちなかピアノ」などの自主事業も積極的に展開され
たことで、市民からの認知度向上や地域活性化につながった。新型コロナウイルスの影響
により収入面では厳しい状況が続くが、安全な施設管理の下、利用者数の回復に向けた取
組みに期待したい。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である
協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である
協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある
協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

清掃は確実に行われているか
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年５月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 - -

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

精算機の紙幣挿入口へのコイン投入防止キットの設置を行った。

ベイシア文化ホールで催し物開催時に、混雑緩和のためエンコーダーの導入を依頼し、導入(ベイシア文化ホール購入)に至った。

千代田町立体駐車場において、鳩１９羽の駆除を行った。

産業経済部　にぎわい商業課

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

千代田町二丁目、５番街、城東町立体駐車場

平成２８年４月１日～令和３年３月３１日（５年間）

公益財団法人前橋市まちづくり公社

年額　４２，８１２，０００円　（総額　２４２，１４３，５９９円）

道路交通の円滑化と中心市街地を訪れる来街者の利便性向上を図るため

１　施設の利用に関する業務
２　駐車場の施設、設備及び物品の保全に関する業務
３　その他管理運営に関する業務

清掃は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ｂ Ｂ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

業務の履行状況に関する評価

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

総合評価
（指定管理者）

精算機の紙幣挿入口へのコイン誤投入防止用のキットや、災害時にゲートバーが自動に開
閉が行えるように改善等を行った。また、城東立駐において、テナント用インフォメーション
ボードの設置を行い、地域との連携を図った。全般的に良好な維持管理が行えたと思う。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

事業計画に基づき、駐車場の利便性向上に繋がる維持管理が行われている。併せて、Ｈ30
年11月から精算所が無人となって以降に発生した課題についても、適宜解決策が講じられ
ており、円滑な業務遂行の取り組みが図られている。
引き続き、利用者アンケート等を活用し、市民サービス向上の取り組みを工夫してほしい。

評価結果

Ａ

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 ー ー

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

・前橋市内の市民グループによる前橋産大豆、米等を使用した味噌作りを行い、地産地消を図る事が出来た。

・夏休み期間中に開催する「ちゃぐりんフェスタ」にて、地域の子どもや保護者に向けて地産地消食材のPRをする事が出来た。

・地域の女性を対象とした「女性大学」のカリキュラムに料理講習会を取り入れ、今まで利用の無かった市民に対して
地産地消や施設の利用に関してPRすることが出来た。

・JA前橋市各支所女性部による料理講習会を開催し、利用率の向上、地産地消をPRする事が出来た。

農政部　農政課

前橋市地産地消センター

平成３１年４月１日～令和４年３月３１日

前橋市農業協同組合

年額　Ｈ３１：３，８００，０００円、Ｒ２～Ｒ３：３，８１５，０００円　（総額　１１，４３０，０００円）

地元農畜産物を利用した加工体験、研修等を行うことができる場を設けることにより、地域農業への理解を深めるとと
もに、本市における地産地消を推進するため。

(1) 施設の利用に関する業務、(2) 施設の使用料の収納事務、(3) 施設の利用に伴う利用者への便宜供与、(4) 施設
の保全に関する業務、(5) 前４号の業務を適正に行うために必要なこの協定に定める公の施設の管理に関する協定
書（業務仕様書を含む）に定める業務

清掃は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か
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外構施設 Ａ Ａ

植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ｂ Ｂ

利用促進策 Ｂ Ｂ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ｂ Ｂ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

点検・保守は確実に行われているか

総合評価
（指定管理者）

・例年行われている味噌加工等の事業は問題なく完了しました。
・今年度については、JA前橋市女性部の料理講習会等でも積極的に利用して頂き、利用率
が高められたかと思います。
・今後も継続的に事業実施し、利用率の向上、地産地消等に努めていきたい。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

・滞りなどがない円滑な業務、適正な運営が出来ている。また、担当職員による施設設備の
活用を含めた新たなレシピの考案など、新規・既存の利用者双方のニーズを高める取り組
みについては大変評価できる。今後も利用率の更なる向上を目指し、工夫を凝らした運営を
行ってほしい。

評価結果

Ａ

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ点検・保守は確実に行われているか

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

(1) 施設の利用に関する業務、(2) 施設の使用料の収納事務、(3) 施設の利用に伴う利用者への便宜供与、(4) 施設
の保全に関する業務(5) 前４号の業務を適正に行うために必要なこの協定に定める公の施設の管理に関する協定書
（業務仕様書を含む）に定める業務

主な成果
・落花生の定植および収穫と試食、あんずジャム作り、味噌作り講習会の３件の自主事業を行い、施設の稼働率の向
上や施設のPRをすることができた。
・施設管理などについては、設備の点検や補修、利用者への対応など含め適正に実施することができた。

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

農政部　農政課

前橋市粕川農産物加工施設

平成３１年４月１日～令和４年３月３１日

株式会社　ミツミファーム

年額　Ｈ３１：２，９３０，０００円、Ｒ２～Ｒ３：２，９３８，０００円　（総額　８，８０６，０００円）

農産物加工による起業活動を支援するとともに、農産物加工体験や技術研修等を通じて地域農業への理解を深める
ことを目的とする。
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ｂ Ｂ

利用促進策 Ｂ Ｂ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ｂ Ｂ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

B判定となっている利用促進策について、既存の利用者がさらに利用しやすい施設となるよ
うな工夫、新規利用者の獲得につながるＰＲ方法などを検討し、A判定に出来るよう課題の
クリアに努めたい。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

・施設の維持管理や利用者の予約管理など適正な運営が出来ている。また落花生の定植
や味噌作り講習会など保有している独自のノウハウを生かした自主事業については、新規・
既存の利用者への効果的なＰＲ方法として評価できる。今後も利用率の更なる向上を目指
し、自主事業の増加など工夫を凝らした運営を行ってほしい。

評価結果

Ａ

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

・自主事業として「みそ作り講習会」を開催し、地域社会の交流活性を絡めた施設の利活用を行った。また、今まで

施設を利用したことがなかった参加者へのPRも行う事が出来た。

・施設の設備点検、補修等を含む管理運営は、トラブルもなく適正に行う事が出来た。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ｂ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ｂ Ｂ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ｂ Ｂ

農政部　農政課

前橋市富士見農産物加工施設

平成３１年４月１日～令和４年３月３１日

前橋市農業協同組合

年額　Ｈ３１：３，２９０，０００円、Ｒ２～Ｒ３：３，３００，０００円　（総額　９，８９０，０００円）

農産物加工による起業活動を支援するとともに、農産物加工体験や技術研修等を通じて地域農業への理解を深める
ことを目的とする。

(1) 施設の利用に関する業務、(2) 施設の使用料の収納事務、(3) 施設の利用に伴う利用者への便宜供与、(4) 施設
の保全に関する業務(5) 前４号の業務を適正に行うために必要なこの協定に定める公の施設の管理に関する協定書
（業務仕様書を含む）に定める業務

清掃は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ｂ Ｂ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ｂ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ｂ Ｂ

自主事業 Ｂ Ｂ

利用者アンケート Ｂ Ｂ

総括 Ｂ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

総合評価
（指定管理者）

・業務の履行状況については、概ね事業計画に沿って実施する事が出来たが、報告書の提
出等が遅れてしまった。また、サービスの質については、夏季の施設利用が少ない時期に
市民参加の取組みを計画したが実施する事が出来なかった。収支状況については、計画の
範囲内で運営出来た。

評価結果

Ｂ

総合コメント
（施設所管課）

・施設設備の保守や点検、利用者への指導や対応等の管理運営は概ね適正に行えてい
る。自主事業として「みそ作り講習会」を実施することで、農産物の地産地消の促進を含めた
地域住民同士の交流支援等、施設の利活用に繋がる効果的なPRが行えている。今後は自
主事業の増加により更なる稼働率の向上を図れる等、工夫を凝らした運営を行ってほしい。

評価結果

Ａ

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 - -

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

・新前橋駅自転車駐車場の架台の一部撤去に伴う利用環境改善（架台に自転車を乗せることが困難な方への配慮、
自転車の種類の多様性への対応）
・前橋大島駅南口駐車場の定期枠拡大（サービスの向上、収益確保）

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

建設部　道路管理課

群馬総社駅前駐車場ほか１３施設

平成２９年４月１日～令和２年３月３１日

公益財団法人前橋市まちづくり公社

平成３１年度　７９，９３９，０００円　（総額　２３９，６７６，０７６円）

駐輪場：自転車等の駐車秩序を確立するとともに自転車等の利用者の利便性を供する。
駐車場：道路交通の円滑化と市民の利便性を図る。

・駐輪場及び駐車場施設の運営に関する業務
・駐輪場及び駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
・その他市長が定める業務

清掃は確実に行われているか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ｂ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 - -

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

総合評価
（指定管理者）

新前橋駅駐輪場のアンケートに、タイヤが太い等様々な理由により、架台に乗せられないと
の意見が寄せられたため、市と協議し２基架台の撤去を行った。また今年度も大島南駐車
場の定期利用台数を増やし、収益を増やす取り組みを行った。全般的に駐車場、駐輪場と
もに大きなトラブル等もなく、無難に維持管理を行えたと思う。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

協定書や仕様書の基準を遵守し、適正に業務を遂行できている。今後も市との連絡を密に
し、利用者のニーズに合わせた質の高いサービス提供に努めていただきたい。また自主事
業であるコミュニティサイクル「マエクル」は、乗り捨て場所を増やすなど事業を拡大してお
り、市の観光や交通施策に寄与している。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　
令和２年６月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

施設利用者が増加しており時にメディアへの効果的な露出により県外からの来園者は増加している。

利用者のニーズを捉えた新たなイベントを実施し新たなるなぱあくの魅力の創出を行っている。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ｓ Ｓ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ｓ Ｓ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代
時 ― ―

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ｓ Ｓ

清掃業務 Ｓ Ｓ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

児童に健全なる遊びを与えその健康の増進を図るため

建設部　公園管理事務所

中央児童遊園

平成２７年４月１日～令和２年３月３１日

株式会社オリエンタル群馬

年額　２４，５００，０００円　（総額　１２３，５００，０００円）

中央児童遊園の運営に関する業務
中央児童遊園の施設及び設備維持管理に関する業務
その他市長が定める業務

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料、利用料金収入、事業収入は独立した会計（経理区分）で適
切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか
協議事項について、回答に沿って適切に業務を遂行しているか。

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ｓ Ｓ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ｓ Ｓ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ｓ Ｓ

地域等との連携 Ｓ Ｓ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ｓ Ｓ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケー
ト Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

業務の履行状況に関する評価

定期的に剪定を行い美観の維持に努めているか

Ⅲ
収
支
等

指定管理料、利用料金収入、事業収入の範囲内（収支計画に沿った内
容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

・業務の履行については仕様書に基づき、清掃や保守点検を徹底して行うなど、市と密に連
携を取り合い、施設の安全管理、運営に努める事ができている。
・立体迷路のオープンが年度内にはできなかったが、再開後の遊器具の一番の話題となり、
利用者数の増加につなげている。
・３月８日からの臨時休園でその間の収入はほぼ無くなったが、休園時も遊器具のメンテナ
ンスを欠かさず、再開の準備期間とすることができた。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

・地域連携、官民連携により多様な取組みを実施し、利用者満足度の向上及び利用者数の
増加に努めている。
・遊具施設の点検整備を確実に実施し、遊具の長期運休がなく利用者の安心安全を徹底し
ている。
・設置管理許可制度を活用し、新規遊戯施設「立体迷路」が滞りなく設置し、るなぱあくの新
たな価値を創出した。
・利用者数の増加、利用者満足度のさらなる向上のため、施設や高木の老朽化対策、行政
との連絡報告体制の強化、接客・接遇などの個の技術強化、駐車場の目的外利用の制限
を課題として、前橋市と協議検討を実施する。
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　
令和２年９月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

公園管理事務所と連携しながら、お客様が安全で安心できる施設づくりをして参りました。

また、水質管理や施設改修・修繕等にも積極的に意見交換をし、実施して参りました。

周辺自治会とも連携し、スポーツ大会や宴会等に利用していただきました。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ｓ Ａ

暴力団等排除 Ｓ Ｓ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ｓ Ｓ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ｓ Ｓ

指定管理の交代
時 - -

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

都市公園法に基づく温水利用健康づくり施設

建設部　公園管理事務所

前橋市荻窪公園温水利用健康づくり施設（あいのやまの湯）

平成３１年４月１日～令和３年３月３１日

セントラルスポーツ株式会社

年額　２８，３４０，０００円（総額　５６，９４０，０００円）

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

温水利用健康づくり施設の運営に関する業務
温水利用健康づくり施設の施設及び設備維持管理に関する業務
その他市長が定める業務

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

利用料金収入、事業収入は独立した会計（経理区分）で適切に管理され
ているか
釣銭等現金の管理は適切か
施設使用料、入湯税の納付は適切に行われているか

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケー
ト Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

定期的に剪定を行い美観の維持に努めているか

業務の履行状況に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料、利用料金収入、事業収入の範囲内（収支計画に沿った内
容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

公園管理事務所と連携をとりながら、適切に運営出来ております。

総合コメント
（施設所管課）

業務の履行については協定書の基準を遵守し、業務計画に則り運営が行われている。
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　
令和２年９月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

プールの無料レッスンを拡大させ利用者増に繋げております。

プール利用・温泉利用の効果はいうまでもありませんが地域の皆様の健康増進に確実にプラスに寄与しております。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ｓ Ａ

暴力団等排除 Ｓ Ｓ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ｓ Ｓ

指定管理の交代
時 - -

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

市民の健康保持、福祉の増進を図るため

建設部　公園管理事務所

前橋市粕川温泉元気ランド

平成３１年４月１日～令和３年３月３１日

セントラルスポーツ株式会社

年額　２５，６１５，０００円（総額　５１，４６５，０００円）

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料、利用料金収入、事業収入は独立した会計（経理区分）で適
切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か
入湯税の納付は適切に行われているか

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

元気ランドに関する業務
元気ランドの施設及び設備維持管理に関する業務
その他市長が定める業務

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか
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植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケー
ト Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

定期的に剪定を行い美観の維持に努めているか

業務の履行状況に関する評価

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料、利用料金収入、事業収入の範囲内（収支計画に沿った内
容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

業務の履行については協定書の基準を遵守し、業務計画に則り運営が行われている。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

概ね仕様書・協定書に則り適切に運営出来ております。
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　
令和２年９月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

適切な保守点検等が行えていなかったものに対し、市からの指摘をいただき、改善に取り組んでいる。

新型コロナウイルスにより休館となるまでは、入館者、売上等順調に推移していた。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ｂ

経理区分 Ｂ Ｂ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ｓ Ｓ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ｓ Ａ

指定管理の交代
時 - -

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ｂ Ｂ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ｓ Ａ

外構施設 Ａ Ｂ

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館に関する業務
富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館の施設及び設備維持管理に関する業務
その他市長が定める業務

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

利用料金収入、事業収入は独立した会計（経理区分）で適切に管理され
ているか
釣銭等現金の管理は適切か
入湯税の納付は適切に行われているか

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

市民の健康保持、福祉の増進を図るため

建設部　公園管理事務所

富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館

平成３１年４月１日～令和３年３月３１日

前橋地域振興連携機構共同企業体

年額　０円（利用料金制）
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植物管理 Ａ Ｂ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ｓ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ｓ Ａ

地域等との連携 Ｓ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケー
ト Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ｂ Ｂ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ｂ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

機械設備等の保守点検等が行えなかったものが出てしまったが、市の指導により改善に向
けて取り組んでいる。次年度以降、適正な管理運営が行えるよう努めたい。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

適正な管理運営が出来ていなかった部分について、市の指示に従い、改善に向けて真摯に
取り組んでいる。

評価結果

Ｂ

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

利用料金収入、事業収入の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行
われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

定期的に剪定を行い美観の維持に努めているか

業務の履行状況に関する評価

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

・令和元年度利用件数：３，２５８件　利用者数：４６，３９８人　利用者満足度：９６．１％

・コミュニティセンター職員研修への参加、情報提供や講座開催等に取り組んだ。

・社会教育事業を推進するための主担当者となる社会教育推進リーダーを中心に取り組んだ。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 － －

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 － －

教育委員会事務局　生涯学習課

前橋市第二コミュニティセンター

平成３０年４月１日～令和３年３月３１日

前橋市第二コミュニティセンター管理運営委員会

令和元年度　７，９３７，３５０円　（総額　２３，６０８，４３５円）

本市に地域社会における社会教育の拠点となるコミュニティセンターを設置することにより、市民が自主的創造的な
生涯学習活動を通じて、健康で文化的な地域社会をつくることを目的とする。

自主的創造的な生涯学習活動及び健康で文化的な地域社会をつくることに資することに関する業務、地域担当専門
員との連携、住民参加・利用者意見の把握、受付業務及び利用許可業務、使用料等の収納業務、施設・設備・備品
等の維持管理業務、防災・防犯業務等

清掃は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時
などにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定
管理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か
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植物管理 － －

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

　 市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 － －

自主事業 － －

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。
Ｓ（優良）
Ａ（良好）
Ｂ（課題含）
Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である
協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である
協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある
協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

総合評価
（指定管理
者）

　業務の履行状況については、協定書等の内容を念頭におきながら日常業務にあたっている。消防
訓練等は、保健センター・保健所と共同で実施している。申請手続きや団体登録等で判断に困るよう
な事があれば、その都度電話やファックスで生涯学習課に相談している。次にサービスの質について
であるが、毎年実施している利用者アンケートの結果を事務室内でも回覧・情報を共有し可能な限り
改善に努めている。平成３１年４月１日より夜間利用の際の施設の鍵は朝から貸し出ししている。又
二階女子トイレの洋式トイレ２か所とも利用できるようになった。令和元年度は保健センター全体の外
壁補修工事が実施された。１０月から翌年２月までと長期にわたり利用者の皆様には不便をおかけし
た。中央公民館で実施される生涯学習フェスティバル等の情報は・適宜、掲示するなどして利用団体
に伝えている。今年度は２団体が参加した。社会教育関連事業に関して言えば、生涯学習課で実施
いただいている職員研修を踏まえた上で、今年は新たな試みのコミセン別研修の中で、第二コミセン
は利用団体の代表者を対象にした「応急手当講習」を実施した。参加者２６名を得て開催することが
出来た。この時に参加者にはあらためて第二コミセンの「ＡＥＤ」の設置場所を確認してもらうことが出
来、良かったと感じています。さらには、この時の参加団体の一つが後日、団体として「応急手当講
習」を実施してくれました。中川地区の第２６回文化祭には全面的に協力している。地域づくり協議会
とともに共催し、世代間交流部会による「かるた＆わなげ大会」・健康づくり部会による「文化祭㏌お
肉たっぷりけんちん汁」・安全安心部会による「非常食試食会」が開催された。保健推進員会との連
携を図り健康相談等の事業も同時開催した。１２月１日には地域づくり協議会との共催で、そば打ち
講座を開催。２５名が参加した。令和２年３月１４日（土）には雨の中ではあったが地域づくり協議会文
化部会との共催で「広瀬川ウォーキング～歴史と文学の小道をたどる～」を実施、３５名が参加した。
実は２月２５日には新型コロナウィルス感染拡大防止のため、開催の自粛の要請もあり、逡巡した結
果、実施したものである。また第二コミュニティセンターは、保健センターと保健所に挟まれた位置関
係にあり、両者の通路としても併用されている特殊な環境にあるため、保健所に用向きの方、保健セ
ンターに用向きの方等、来館する方も多々あり、その都度、ご用件を伺いながら、ご案内している現
状がある。また１枚１０円で、コピーサービスも実施している。

総合コメント
（施設所管
課）

　協定書や仕様書等の基準を遵守し、その水準に沿って業務を行っている。
　利用者アンケート等から利用者の意見を反映し、施設管理・運営を行っている。また、保
健センター・保健所との複合施設のため、双方と連携を図り、業務を行っている。
　社会教育事業については、地域性や施設の特徴を活かした事業実施に向けた研修を社
会教育リーダーが中心となって、コミセン職員全員で行っている。また、活動中の緊急時に
備えて「応急手当講習」を開催して利用団体のニーズへの対応を行い、地域づくり推進協
議会と連携して講座を開催するなど、コミセンが地域社会における「社会教育の拠点」とな
るような取り組みを行っている。

評価結果

Ａ

評価結果

Ａ

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー

ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

・令和元年度利用件数：３，６１６件　利用者数：６６，３０１人　利用者満足度：９３．１％

・コミュニティセンター職員研修への参加、情報提供や講座開催等に取り組んだ。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 － －

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 － －

清掃業務 － －

警備業務 － －

外構施設 － －

本市に地域社会における社会教育の拠点となるコミュニティセンターを設置することにより、市民が自主的創造的な生
涯学習活動を通じて、健康で文化的な地域社会をつくることを目的とする。

教育委員会事務局　生涯学習課

前橋市第三コミュニティセンター

平成３０年４月１日～令和３年３月３１日

前橋市第三コミュニティセンター管理運営委員会

令和元年度　６，８８８，１５０円　（総額　２０，４６７，０７５円）

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

 ・地区内地域づくり協議会との連携事業やコミセン利用グループの学習成果の発表機会に取り組んだ。

自主的創造的な生涯学習活動及び健康で文化的な地域社会をつくることに資することに関する業務、地域担当専門
員との連携、住民参加・利用者意見の把握、受付業務及び利用許可業務、使用料等の収納業務、施設・設備・備品
等の維持管理業務、防災・防犯業務等

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

60



植物管理 － －

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 － －

自主事業 － －

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）

Ａ（良好）

Ｂ（課題含）

Ｃ（要改善）

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

　令和元年度は、スペイン＆イタリア料理教室、救急・救命講習会や前橋ユネスコ協会との
共催でインドネシアバリの子ども絵画展を開催。また、岩神地区地域づくり協議会と共催で
岩神フェスタを開催し、コミセンを利用しているグループに協力をしていただき、料理つくり、
体験コーナー、作品展示等で参加し、学習成果を発表する機会や交流が出来た。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

　協定書や仕様書等の基準を遵守し、その水準に沿って業務を行っている。
　利用者アンケート等から利用者の意見を反映し、施設管理・運営を行っている。
　社会教育事業においても、活動中の緊急時に備え、「救急救命講習」をコミセン利用団体
と協賛した「清掃活動」とセットで行ったり、地元講師を招いた「おうちで作れるスペイン＆イタ
リア料理教室」を企画運営し、参加者同士の交流を図っている。また、地域性や施設の特徴
を活かした事業実施に向けた研修を社会教育リーダーが中心となって、コミセン職員全員で
行い、社会教育の一層の充実に取り組んでいる。

評価結果

Ａ

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である

協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

・令和元年度利用件数：１，７８５件　利用者数：２３，５７０人　利用者満足度：１００．０％

・コミュニティセンター職員研修への参加、情報提供や講座開催等に取り組んだ。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 － －

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

植物管理 Ａ Ａ

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

自主的創造的な生涯学習活動及び健康で文化的な地域社会をつくることに資することに関する業務、地域担当専門
員との連携、住民参加・利用者意見の把握、受付業務及び利用許可業務、使用料等の収納業務、施設・設備・備品
等の維持管理業務、防災・防犯業務等

清掃は確実に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

主な成果

評価項目

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

・社会教育事業を推進するための主担当者となる社会教育推進リーダーを中心に取り組んだ。

本市に地域社会における社会教育の拠点となるコミュニティセンターを設置することにより、市民が自主的創造的な生
涯学習活動を通じて、健康で文化的な地域社会をつくることを目的とする。

教育委員会事務局　生涯学習課

前橋市第五コミュニティセンター

平成３０年４月１日～令和３年３月３１日

前橋市第五コミュニティセンター管理運営委員会

令和元年度　８，６８１，６２５円　（総額　２５，９２７，８２６円）
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総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ａ Ａ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 － －

自主事業 － －

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）
Ａ（良好）

Ｂ（課題含）
Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である
協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である
協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある
協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

総合評価
（指定管理者）

　クロスの剥がれている２階ロビー及び停本所、１階調理実習室、ホール前面、ホールス
テージ壁のクロス張替え工事を行い、利用者が快適に部屋利用できるようにしました。
　昨年までは文化祭の音響をみどり電気にお願いしていましたが、今年度はオーディオケー
ブルを購入し、連協会員に使用方法を伝え、コミセンの音響機器で文化祭が開催できまし
た。
　社会教育事業関係では、今年度はコミセン別研修があり、職員全員が講座に関われ、１２
月１２日に「一緒にやってみよう！！救命救急講座」を開催し、皆で協力出来ました。
地域づくり協議会との共催の「日赤講座　こどものためのAED」を７月２２日に、「親子で楽し
く体を動かそう」を８月２６日に、「寝相アート」を１１月２９日に開催しました。
毎年、継続して行っている講座「サークル見学体験週間」は１１月３日の文化祭後の１１月１
１日（月）から１１月１７日（日）の7日間開催しました。
　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い3月7日、8日に予定していた文化祭（作
品展示）及び3月9日に予定していた「コミセンクリーンアップ隊」を開催できませんでした。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の対応はノートやファイルを作り情報共有し、利用者に
案内しています。
　

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

  協定書や仕様書等の基準を遵守し、その水準に沿って業務を行っている。
　利用者アンケート等から利用者の意見を反映し、施設管理・運営を行っている。
　社会教育事業については、子育てひろば「ぽかぽか」と共催した「幼児安全講習」や「親子
で楽しく体を動かそう」、「サークル見学・体験週間」など、地域特性や人材を活用した講座を
実施し、地域交流と利用団体への支援が図られている。さらに、「救急救命講座」を開催して
利用団体の活動中の緊急時対応に備えている。事業実施に向け職員同士支え合う体制づ
くりを社会教育リーダーが中心となって行い、社会教育のより一層の充実を図っている。

評価結果

Ａ

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質 職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

業務の履行状況に関する評価

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

植物管理 Ａ Ａ

教育委員会事務局　青少年課

赤城少年自然の家

平成２７年４月１日～令和２年３月３１日

株式会社日本水泳振興会群馬支店

令和元年度　４０，８７５，０００円

豊かな自然環境の中で、集団宿泊訓練、自然体験活動、野外活動、体育活動等を通じて、心身ともに健全な青少年
の育成を図るため、本市に赤城少年自然の家を設置する。

・包括的な施設の管理運営　・受付及び入所業務　・使用料の徴収及び収納業務
・自然体験活動等の企画及び実施に関する業務　ほか

清掃は確実に行われているか

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定管
理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か

点検・保守は確実に行われているか

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

・台風対策を講じ、被害を少なくするほか、避難所としての役割を果たすため、勤務調整を図り柔軟に対応した。

・インスタグラムを開設し、広く施設や主催事業の紹介、赤城の魅力発信に努めた。

・安全管理に重点を置き、備品や環境の整備を図ったため、大きな事故や修繕がなく管理を行えた。

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

64



総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

利用促進策 Ａ Ａ

市民参加等 Ｂ Ｂ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ａ Ａ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ｂ Ｂ

経費節減の取組 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）
Ａ（良好）
Ｂ（課題含）
Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である
協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である
協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある
協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

総合評価
（指定管理者）

　施設管理運営、赤城の魅力発信、主催事業、林間学校対応等、今まで以上に施設の意義
を従業員全員で理解し、取り組んだ1年となりました。
　管理としては利用者への安全管理の他、災害時の避難所として施設の役割にも務められ
たと思います。魅力発信としてもインスタグラムの開設や主催事業等で効果的に発信できた
と感じます。今後はユーチューブ等に施設や赤城山の魅力、プログラムの紹介を載せていこ
うと考えております。林間学校対応においても、プログラムの指導法や対応方法等、職員で
再度話し合い、サービス向上に努める他、従業員の研修を実施し、指導力の向上に努めて
まいりました。
　収支状況においては、コロナの影響により2月下旬から休館となり、主催事業等で収入を
上げていくことができませんでした。今年度は収支計画通りにはいきませんでしたが、令和2
年度はコロナの状況を踏まえて、収支計画に少しでも近づけるように対策をしていきます。
　今後も、利用者満足度を高め、利用促進を図り、日々の業務に取り組んでまいります。

評価結果

Ａ

総合コメント
（施設所管課）

年間を通じて協定・仕様に則った適正な管理運営が行われている。利用者のニーズに沿っ
た事業を行っている。SNSなどを活用し情報発信するほか、地域との交流も積極的に行うな
ど、前向きに取り組んでいる。
当面、新型コロナウイルスの影響を受け、利用者の確保に苦慮することが予想されるが、創
意工夫し、安全安心な施設運営と利用者の確保に努めてほしい。また赤城山や施設の魅力
向上と発信に努めていただきたい。

評価結果

Ａ

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

業務の履行状況に関する評価

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

施設所管課

施設名

指定管理期間

指定管理者

指定管理料

設置目的

業務内容

・施設利用料収入、利用者数ともに増加させることができた。

・プログラムの講師を担当していただくことで、地元や他団体の方々との協働ができた。

自己評価 所管課評価

利用料金の取扱い Ａ Ａ

経理区分 Ａ Ａ

業務執行体制 Ａ Ａ

法令遵守 Ａ Ａ

暴力団等排除 Ａ Ａ

報告書の提出 Ａ Ａ

連絡体制 Ａ Ａ

緊急時対応 Ａ Ａ

個人情報保護 Ａ Ａ

指定管理の交代時 - -

苦情対応 Ａ Ａ

点検保守 Ａ Ａ

清掃業務 Ａ Ａ

警備業務 Ａ Ａ

外構施設 Ａ Ａ

・炊事場に屋根をかけ、あずまやを再整備し、本館内の湿度対策をするなどして、環境改善を図ったため、利便性が向上した。

教育委員会事務局　青少年課

評価項目

主な成果

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

利用料金の取扱い（徴収、減免、還付などの管理）は適切か

指定管理料は独立した会計（経理区分）で適切に管理されているか
釣銭等現金の管理は適切か

事業計画書に沿った職員を配置しているか
必要な資格、経験を有する職員を確保しているか
出勤状況、勤務形態等、労働条件が適正であるか

法令等（労働関係法令など）を遵守しているか

条例や施行規則、基本指針、協定書等で定める暴力団等排除の取り組
みは適切か

事業計画書・収支予算書は提出されたか
損害賠償責任保険など付保している保険を市に報告しているか（更新含
む）
代表者等の交代時や法人格等の変更時、共同企業体の構成員変更時な
どにおける市への報告は適切か（報告時期、内容など）

市と指定管理者で十分に連絡がなされているか

緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網掲示を含む）が整備、保
管されているか
緊急発生時、ないし危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか
事故等の報告書が提出されたか

おおさる山乃家

平成31年4月1日～令和5年3月31日

NPO法人まえばし農学舎

令和元年度　５，０００，０００円

豊かな自然環境の中で、自然体験活動、野外活動等を通じて、心身ともに健全な青少年の育成を図るため、本市に
林間研修施設を設置する。

・包括的な施設の管理運営　・受付及び入所業務　・使用料の徴収及び収納業務 ほか

清掃は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか

点検・保守は確実に行われているか
法定点検、検査は専任資格者の責任によって計画・実施されているか
整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか（事業期間終了
まで）

個人情報保護規定の遵守、管理は適切か

指定管理期間の満了等で交代する場合、市の指示に従い、新たな指定
管理者となる団体と誠実に業務の引継ぎを実施したか

苦情や緊急事態発生時の対応（準備）の内容は適切に行われているか

業務が計画書に基づいて実施されているか
不審者に対する対応マニュアルが整備・保管されているか
不審者等の出現時に、直ちに措置を講じたか
鍵の管理は適切か
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　　　　　　　指定管理者導入施設　実績評価シート　（公表用）　　　　
令和２年４月

植物管理 Ａ Ａ

総括 Ａ Ａ

運営状況 Ａ Ａ

使用許可 Ａ Ａ

苦情対応 Ａ Ａ

サービス向上 Ａ Ａ

利用促進策 Ｂ Ｂ

利用促進策 Ｂ Ｂ

利用促進策 Ｂ Ｂ

市民参加等 Ｂ Ｂ

地域等との連携 Ａ Ａ

職員研修 Ａ Ａ

提案事業 Ｂ Ｂ

自主事業 Ａ Ａ

利用者アンケート Ｂ Ｂ

総括 Ａ Ａ

収支状況 Ａ Ａ

経費節減の取組 Ｂ Ｂ

総括 Ａ Ａ

※評価結果は、各欄の適否と総合コメントを総合的に勘案して、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」を記載すること。

Ｓ（優良）
Ａ（良好）

Ｂ（課題含）
Ｃ（要改善）

協定書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である
協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である
協定書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある

Ⅰ
業
務
の
履
行
状
況

協定書等の基準が遵守されておらず、改善が必要な内容である

提案事業の計画書・報告書は提出したか
事業計画に基づいて確実に実施されているか

自主事業の計画書・報告書は提出したか
選定時に「実施する」と提案していた自主事業は確実に実施されているか

利用者アンケート調査等を実施するなど、利用者の満足度やニーズを積
極的に把握し、結果を反映する仕組みを確立しているか
利用者の満足度を高める工夫を行っているか

サービスの質に関する評価

剪定時期等は適切か
四季の植栽は適切か

業務の履行状況に関する評価

評価結果

Ｂ

総合コメント
（施設所管課）

利用者の視点に立った施設改修・環境改善、企画事業が利用者増につながっていると考え
られる。地元の方にも協力を得て事業を行っていることは評価できる。
当面、新型コロナウイルスの影響を受け、利用者の確保に苦慮することが予想されるが、年
次計画に沿った安定した施設運営を一層推進するとともに、引き続き自主事業を積極的に
実施し広報することで、施設の認知度を高め、新たな利用者の確保につなげることに期待し
たい。

評価結果

Ａ

申請受付の管理や使用許可等の状況は適切か

意見・要望・苦情等を把握する仕組みを確立しているか
要望・苦情等の対応に迅速かつ適切に対応し、可能なものは管理運営に
反映しているか

利用者ニーズに即した事業内容となるようサービス向上に努めているか

総合評価
（指定管理者）

施設自体の利用者数は、増加しているが、自主事業の集客が伸び悩んだ。事業毎の集客
数にばらつきがあり、事業周知の工夫が必要です。冬季期間中は、施設利用はなかった
が、2月に開催予定だった自主事業は、幅広く申し込みがあったため、次年度以降は、魅力
的な自主事業を企画、周知することで、施設の利用を促進していきます。

Ⅲ
収
支
等

指定管理料の範囲内（収支計画に沿った内容）で運営が行われているか

収入増加のための取組を実施しているか
経費節減に向けた取組を実施しているか

収支状況等に関する評価

利用者数や稼働率等を高める取組が行われているか

利用案内や広報活動に工夫・改善が行われているか

開館時間・休館日、施設利用手続（例：予約方法や利用区分）等で、サー
ビス向上への取組が行われているか

市民参加・市民協働への取組を行い、公の施設の効用を発揮しているか

地域・関係機関等との連携を図り、公の施設の効用を発揮しているか

職員の資質や能力向上を図る研修等の取組が行われているか

Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
の
質

開館時間や休館日などの運営状況は適切か
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